
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イレブンエクシード通信 12月号 

経営理念 

～一人でも多くの幸せのために～ 

幸福は自分一人では感じにくいです。また、自分のためだけの幸福は本当の幸福とはいいにくい。誰かのために

仕事をすること、誰かのために役に立つこと、誰かのためにやったことで感謝される、周りに感謝をする。 

それこそが幸福と実感する。充足感を感じることができる。そんな社会を目指していきたいです。 

 

私達の目的 

仕事を通じて一人でも多くの人々に安全で安心した生活を提供し、 

喜びに満ち溢れた幸福な社会を目指していきます。 

今月号は弊社の本社や倉庫のリフォームをしたのでご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他にも壁面に棚板などを設置し備品類を収納したり、梯子などをかけたりすることができました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

～新年に向けて～ 

新しい年を迎えるにあたって、オフィスなどで不用品の処分が発生することがあるかと思います。 

「処分の仕方がわからない」「まとめて処分したい」など、お気軽に弊社までご相談ください。 

弊社は《産業廃棄物収集運搬業許可》を取得しております。また、《一般廃棄物収集運搬許可業者様》とのお取引もさ

せていただいております。 

余った資材を使っての 

         リフォーム紹介 

写真で紹介した部材は現場で余

ったのを使用しています。壁面

の上部などに棚板を設置するこ

とで見た目もスッキリし、壁面

上部のスペースも有効活用する

ことができました。 

どうしても無駄なスペースがあ

ったりすることあるかもしれま

せんが弊社では最適なご提案を 

していき工事まで一貫して進めていけますのでお気軽にご相談ください。 

 

以前は資材などを置いていたスペースでしたが移動をし

て床材を山口に貼ってもらい事務スペースを作りました。 

現場で余った単管部材で棚を作成し、移動してきた資材を 

置きました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イレブン通信 

132号 

「イレブンエクシード通信」は、弊社とお取引させてい

ただいた方に送付させていただいております。 

ご不要の場合は、恐れ入りますが、ご一報ください。 

国際障害者デーの 12月 3日～障害者の日の 12月 9日までの 

1週間は障害者週間に制定されています。 

障がい者問題への理解促進、障がい者が人間らしい生活を送る権利と 

その補助の確保を目的とした国際的な記念日です。 

今月は障がい者週間という事で先月選挙が行われましたが、障がい者は投票に行けるのだろうか？ 

投票出来るのだろうか？と思い息子もあと 3年後には投票できる年になるので障がい者の 

選挙事情を調べてみました。 

障がい者だけに関わらず、高齢者の方でも対応してもらえるサポート内容があるかと思います。 

名古屋市では投票支援カードというものがあり 

 

 

 

 

 

提示することでその本人にあったサポートが受けられます。 

あとはコミュニケーションボードが投票所（期日前投票所）に設置してあるそうです。 

言葉で伝える事が出来ない方がイラストや言葉で書かれているコミュニケーションボードで伝えることが可能です。 

<817988A4926D8CA7817A8352837E8385836A8350815B835683878393837B815B83682D322E786477> 

 

他にも点字投票があったり、怪我や病気で文字が書けなかったりすると代理投票が出来たりすることができます。 

1人で投票できなければ、介助する人または係の人に付き添いが可能です。 

総務省では投票所での障がい者にどう対応するかのマニュアルも作成されていました。 

また 2022年には栃木県の日光市では特別支援学校に期日前投票所を設置する取り組みもされたみたいです 

 

 

 

 

 

文字を書けない息子はどうす

ればいいのか？ 

 

実際、知的障がいの息子が誰か

を選ぶことができるのか？ 

・投票用紙に代わりに書いてほしい（代理投票） 

・投票所を案内（付き添い）してほしい 

・文字（候補者名など）を読んでほしい 

・その他の手伝ってほしいことを書くスペースス 

 

 

いろんな事をつい考えてしまっていましたが、 

障がいがあるから決められないのではないか、選べないのではないかではなく、投票も大事な社会参加なので 

障がいがあっても 1人 1人が幸せを追求して、未来を決めていけることが大事ということです。 

『私達だって投票した後に「あなたの選択は正しいですか？」と聞かれません。 

だからその子が誰をえらんでもそれは否定されるものではありません。』と障がい者の子を 

もつ他の親御さんの言葉にそうだなーと思わされました。また障がい当事者の方からは「私たちのことを私たち 

抜きで決めないで」という言葉を聞いており、選挙はその意志を表すことのできる手段なのです。 

今回の通信で障がい者が選挙にどう参加できるのかを学び、本人が投票したいという意思があれば、 

息子と一緒に行こうと思いました。 

 

投票支援カードはこちらの名古屋市の

HPからダウンロードができます 

名

名古屋市:投票に関する支援（市政情報） 

 

 

 

 

https://www.city.nagoya.jp/senkyokanri/cmsfiles/contents/0000045/45075/communication.pdf
https://www.city.nagoya.jp/senkyokanri/page/0000045075.html
https://www.city.nagoya.jp/senkyokanri/page/0000045075.html

